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論 文 内 容 の 要 旨

本研 究は、歴史観 と政治観 とに着 目し、その面か ら日本 中世(平 安 時代末 の院政期 と鎌倉時

代 ・室町時代 とを合せ た時期 とみ なす)の 思想史の重要な、従来未 究明の側 面を究明 し、もっ

て新 たな中世 思想史像 の構築 に資せん とす るものであ る。

第 一部 「歴 史観」で は、 中世 において 、仏教思想 ・神道思想 ・儒教思想 の形成 ない し達成 と

連動 しっ っ、いかなる中世的 とい って よい歴史観 が生み出 され たか、を探 ろ うとした。

第 一章 で仏教 的歴史観 の代表 として 日蓮 の歴 史観 を、第二章 ・第 三章では神道 的歴史観 の代

表 として慈遍 な らび に北畠親房の歴史観 を、第四章では儒教的色彩 の濃 い歴 史観 として 『梅松

論』 の歴史観 を、それぞれ に考察の対象 とした。 その際、歴史観形成 の前提 に存す る政治状況

に厚 く注意 を払 ってい る点で、第二部 「政治観 」での考察 と深 く関わってい る。

第 二部 「政治観」で は、 中世 において、公家政権 ・武家政権 の並存 とい う政治史上の事実 に

規定 され なが ら、仏教思想 ・神道思想 ・儒教思想 の形成 と連動 しつつ、いかな る中世的 といっ
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て よい政治観 が生み 出 され たか、を探 ろ うとした。

第一章 で鎌倉武家政権 を支 えた政治思想 を、第二章で は南 北両朝対 立期 において両朝 を代表

した人物 一北畠親房 と二条 良基 一の政 治思想 を、第三章 で は南北朝期 に南朝 と深い 関わ りを

もった慈遍 の政治思想 を、第 四章では夢窓 と初期室町政権 」 この両者 の間にみ られ る政治思想

上 の照応 関係 を、第五章 では義満 治世期の室町政権 を支 えた政 治思想 を、それ ぞれ考察の対象

とした。

最後 に、 「付論」 を加 え、室 町時代初 めの、『梅松論』 の著者 と親房 ・夢窓、 これ ら三者の政

治論 の中に、理想 と現 実 との中世的 な関係 づ け方 を探 った。

以上の考察 に よって、最初 に記 した提 出者 の意図 はほぼ達成 され た、 と考 える。

以下、本研 究の構成 に従 って 内容 を要約 して示す。

「は しが き」

まず 、従来の 日本 中世思想史 の研究 が、宗教 思想(仏 教 思想 や神道 思想)の 研 究面 で豊か な

成果 をあげ、道徳思想や芸術思想研 究の面で もかな りの成果 をあげてい るの に対 し、歴 史観(歴

史思想)や 政治観(政 治思想)の 研 究面ではみ るべ き成果 に乏 しい事実 を指摘 した。

っ いで、本研究で は第一 に中世 の歴 史観 、第二に中世 の政 治観 を考察の対象 とす る、 とのべ

た。 具体 的には、① 中世 の人 々が、歴史 とはそ もそ もいかな るものであ るのか(こ の際には、

歴 史的世界 の構造や歴 史 の展 開の原 因 が とくに問われ る)、 日本 の歴 史 は過去 ・現在 ・未来 に

わたっていか なる形 姿 を とって形 づ く られ るのか(日 本歴史 の具体像如何)、 な どとい う問題

に対 し、いかなる解答 一中世 的 といって よい歴 史観 一を提示 したのか、② 中世の人 々が、政治

の主体 ・政 治の方法 ・政 治 の 目的 な どはそれぞれ いか な るもので あ るのか、 とい う問題 に対

し、いかな る解答 一中世 的 といって よい政治観 一を提示 したのか 一以上二点 を究明す る、 との

べた。

第一部 「歴史観」

[一]日 蓮 の歴 史観 一そ の承久 の乱 に対す る論評 をめ ぐって一

序

日蓮:(1222～1282)の 歴史観 の本格 的究明億 、研 究史上今後 の課題 であ るとした上 で、本章 、

で は 日蓮 の承久の乱 に対す る論評 を分析す るこ とを通 じて、 日蓮の歴 史観 の特質 と史 的位置 を

究明す る、 とのべた。

一 承久 の乱に対す る論評の諸相 一中世期 にお ける一

神道 的歴史観か らの論評例 として 『神皇正統記』 を、儒 教的歴 史観 か らの論評例 として 『六
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代勝事記』 と 『梅松論』 とを、仏教的宿世観 に基づ く歴史観 か らの論評例 として 『増鏡 』 をと

りあげて、それぞれの特色 を記述 し、 もって以下の節 の考察 の前提 とした。

二 承久 の乱に対す る 日蓮の論評

まず、 日蓮 が承久の乱の論 評 を徹底 して仏教的見地(前 節 でみ た三つの見地 と全 く異質の も

の)か ら行 なった(承 久の乱は、朝廷の長 きにわたる諺法罪 の累積 に対 し、仏 が罰 を加 えた事

件 とみ な され る)こ とを指摘す る。

っいで、 日蓮が徹底 した仏教的見地か らこの乱を、仏意 によって 日本 の主 が天皇家か ら北条

氏 に移行す るとい う大転換 が歴 史に もた らされ た事件 として把握 ・位置づ けたこ と(さ らに、

日本国はその後新 国主 ・北条氏の諺法罪の故に、仏意 によって滅 亡 させ られ る、 と彼 は説 く)

を記す。

加 えて、 日蓮は承久の乱前では天皇家 を 日本 の主 、承久 の乱後 は北条 氏を 日本 の主 とみなす

見解 をもっていた こと(中 世政治思想 史上の重要な事実)を も指摘 した。

三 日蓮 にお ける歴 史 と仏意

本節では 日蓮の歴史観 の特質 を把握 しよ うとした。

日蓮 にお いては、先 学 がその大 要 を明 らかに した よ うに、全世 界(日 本 国 を含む)は 釈 尊

(仏)を 主 とし、釈尊 の法(仏 法)の 貫 く仏法 的秩序 の世界 として とらえ られ ていることを指

摘 したの ち、 日蓮の描 出 した歴 史世界 では、かかる仏法的世界像 を前提 として、釈尊の意 志 と

計 らいがその基本的展開 の相 を決 定 してい る、その歴 史観 は、 「人間 を超 える もの」に歴 史展

開の主た る原因 を求め る歴 史観 であ る、 と論 じた。

結 び

以上の考察 を踏 えて、 日蓮 の歴史観 一 この仏教的歴史観 は、 中世的歴史観 の典型の一っ とみ

な しうる、 と した。

[二]中 世神道家の歴 史思想 一慈遍 の 「救済史」 の構想 をめ ぐって一

序

南北朝期に独 自の神道思想 を形成 した慈遍 は、歴史思想形成上 で も重要 な達成 をな した、 し

か し従来 この点は殆 ど未究 明である、本 章では、慈遍が歴 史 を 「超越 的な もの」(神 や仏 な ど)

に よる人 間 「救済」史 ととらえた事実 に着 目して、 この面か ら彼の歴史観の特質 をとらえ る、

と記す。

一 理解 の前提 一 『耀天記』 と 『神道五部書』の 「救済史」

慈遍 に先行 した二書 一天台系 の神道説 を説 いた 『耀天記』と伊勢神道成 立期の代表 的文献 『神

道五 部書』 一の 「救済史」 を一瞥 し、次節 ・次 々節 の考察の前提 とした。

二 慈遍 における 「救済史」 の構想 その一 一歴史の第一期 一
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慈遍 が、国常立尊 な どの根元的神 々は、仏 の垂　 な どではな く、宇宙 ・万物の究極的根拠 な

い し本体 そのものだ とす る見地 に立 って、歴史(日 本史 を含 めた人間史)の 第一期(太 古=神

代)に は、全地上世界的規模 でか かる根元的神 々の教導 に よる、人間(当 時は神 と殆 ど変わ ら

ぬ心 と能力 をもっ)の 「救済」が実現 していた 、 と説 く事実 を記 した。

加 えて、慈遍 には、人間の歴 史 を含 めた全世界 の展開 は、昔 も今 も根元 的神 々によって こそ

担われ ている との見解 やイザナギ ・イザナ ミニ神 は、記 ・紀 の記述 の よ うに 日本列島 を生成 し

たのみ ではな く、全地上世界の生成 をな した との見解が存す る こ とを指摘 した。

三 慈遍 にお ける 「救済史」 の構想そ のニ ー歴史 の第二 期 と第三期 一

慈遍 が、歴史の第二期(神 代の終末以降 か ら人代 まで)に 入 ると人の心 と能力 は低下 した、

そ してこの期 には神々の計 らい によって、 この期 の人 々に適合す る仏 ・仏 教に よる 「救済」 一

究極 的には神 々の 「救済」で ある一が 、全地上世界的規模 で実現 した と説 くこと、歴史の第三

期(お よそ平安時代末以降)に ついて は、 この期 を仏教 の堕落 ・神道 の不振 の時期 ととらえ、

かつ神道 の復興 に伴 って、神道 に よる人間 「救済」 が再び実現す るであろ うとの展望 一明確 な

根拠 は示 され ない 一をもっていた こ と、を指摘 した。

結 び

右 の全 地上世界 を視野 に入れた人 間 「救済史」 の構想 を成 立 させ た慈遍 の神道 的歴史観 は、

従来全 く注 目され るこ とはなか ったが、親房 の神道 的歴史観 とともに、中世思想史上 きわ めて

重要 な位置 にある、 とのべた。

[三]『 神皇正統記』の歴 史観

序

北畠親房(1293-1354)の 『神 皇正統記』の思想 にっいて の学 問的 と呼べ る研究 は、従来殆

どな され ていない、本章は 『正統記』 の歴史観 を時代 の思想状 況の 中に組 み込んで、客観 的 ・

学 問的にその特質 と史的位 置 を究 明 しよ うとす る、 とのべ た。

一 『正統記』理解 の前提

南北朝期 、親房の周辺に、親 房が対抗 ・克服せね ばな らぬ歴 史観 ・歴史 への姿勢 と して、①

『増鏡 』に代表 され る宿世史観 、② 『梅松論』 に代表 され る道徳 史観 、③ 『太平記』 その他 に

広 く見 られ る王法滅亡意識 と反伝統的行為 、が存 した、 とした。

二 『正統記』の過 去像 と神 意

第 一項 で、親房が、神代 こそが後代 の 日本歴史 の展 開相 を決定づ ける 「歴史 の根元」だ との

見地 を打ち出 し、かっ、神 代の天照大神 を、①神孫為君 ・宝柞無窮 ・三種 の神器 による国 と天

皇 の守護 な どの、後の人々の改変 を許 さぬ原則 を後代の歴史 に末長 く発現 させ る、② 三種 の神

器 に象徴 され る正直 ・慈悲 ・智恵 の三徳 を政治 ・道徳上の規範 として示 し、後代の人々に三徳
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の遵守 を末長 く要求す る、以上二 つの作用(① が根本 的作 用、②が付加 的作用)に よって、後

代 の歴 史を根本的 に規定す る もの と描 き出 した事実(記 ・紀の神代像の意識 的改変 である)を

指摘 した。

第 二項 ・第三項 ・第 四項 では、親房 によって過去の 日本歴 史 は、天照大神 の右 にみ た二つ の

作用 の顕現す る、神孫為 君 を軸 とした、神代 か ら一 貫 した理法 に貫かれ(価 値転換 のない)、

本質 的 には 「一な る歴 史」(新 興 の武 家 による政治 は否 定 され る)と とらえ られてい る、 と論

じた。

三 『正統記』の未来像 と神 意

過去 の歴史 の中に一貫 して神 の二つ の作用 をみた親房 が、その延 長上に、二面か らなる神 の

作用へ の信仰 に支 え られ た未来像 一 「一 なる歴史」の一環 と しての未来像(武 家政権 の滅 亡 と

公家政権 の勝利)一 を形づ くっている事実 を指摘 した。

結 び

戦後 の有力諸研究 が 『正統記』 の歴史観 を 「道徳 史観 」 と規定 して きた こ とをめ ぐって、儒

教 の歴 史観(天 と人 との相互交渉 に よって歴史 は展開す るとみ る)は これ を道徳 史観 と呼び う

るが、神 と人 との交渉 によ り歴史 が展 開す る とみ る親房 の歴 史観 は、神 道史観 と呼ぶ べきで、

道徳 史観 とは呼び えない、 と論 じた。

[四]『 梅松論』 の歴史観

序'/

『梅松論』(室 町初期 の成 立)の 歴 史観 の特質 と史的位 置は従来殆 ど未究 明である、本章 は こ

の点 を究明す る、 と記 した。

一 承久の乱 に対す る諸論評 と 『梅松論』

『梅松 論』の承 久の乱 に対 す る論評 を、 中世成 立の他 の歴 史書(先 行す る 『承久記』 と 『吾

妻鏡 』、同時代の 『増 鏡』 と 『神 皇正 統記』)の 承久 の乱の論評 と比較 した結果、『梅松論』一

書のみが、①徳治主義 の立場 か ら武家 の朝廷へ の反抗に確 た る正 当性 をみ とめ、② 同 じく徳治

主義 の立場か ら、承久 の乱 の顛末 を統一 的に、 しか も肯定的 に把握 ・評価 してい る事 実を見出

した。

二 『梅松論』にお ける歴 史 と天意

歴 史観 の特質 を構造的 に とらえよ うとした。

『梅松論』 の歴 史観 の基本構造 は、近世時 に歴 史観 の主流 をなす儒教 的道 徳史観 一天 の人 間

に対す る道徳 的要請 と応報、人間 の天意 に応 えよ うとす る道 徳的努力、かか る天 と人 との相互

作用 に よって歴史 は展開す る とみ る一 と基本的 には一致す る事実、 を指摘 した。

加 えて、 この書 の歴史観 は、歴史事実 の把握の上で、① 空間的 な面 にお ける相対化 作用 一神
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聖視 され て きた天 皇を道徳 的価値 の下で武士 と同列 に とらえ る働 き、② 時間的な面 にお ける相

対化 作用 一過去 の公家 政権 期 と武家政権期 とを道徳 的価値 の も とで同列 に とらえる働 き、 を果

た しっつ、新興 の武 士が公 家 を圧倒 しゆく当日寺の現 実を正 当化 す る機能 を果 していた 、 と論 じ

た。

結 び

中世では 「人間を超 えるもの」 に歴史展開の原 因を求 める歴 史観(仏 教的歴史観 ・神道的歴

史観 な ど)が 主流 をな していた 、『梅 松論』は、右 と異 な る、基 本的 には儒教的道徳 史観 と等

しい構造 の歴 史観 を中世で は じめて明確 に示 した点で史的意義が大 きい、とのべ、加 えて、『梅

松論 』 のかか る歴 史観 は、近世初頭 の 『太閤記』 に至って よ り純粋 な形 を とり、以降、近世歴

史観 の主流がその線上 を展開す る、 とした。

第二部 「政治観 」

[一]鎌 倉武家政権 と政治 思想

本章 は、鎌倉武家政権 が、 自らの存 立 と支配 の行使 をいか な る思想 に よって正 当づ けたか、

を探 った。

一 源 氏将軍時代 の政治 思想

鎌倉政権 の樹立者 ・源頼 朝の政治思想 は、 日本 国の君主 ・統 治者 を神孫 た る天皇家 とみ な し、

自ら=幕 府 の役割 は、政 の中枢 に関わ ることな く、朝敵 を伐つ な どして朝廷 の政務 を助 けるこ

とにあ るとした、彼 の政治思想 は、君 主 ・統治者 の資格 として血統 の尊貴性 を第一 に重視 し、

治世安 民の能力を第 二次的 とす る点で、 「血統 の原理」 を基本的柱 とし、 「能力の原理」 を付随

的柱 とす る政治思想 といえ る、 と説いた。

加 えて、かか る政 治思想 は、三代将軍実朝に継承 され る、 とした。

二 北条執権 時代 の政 治思想

本節 で は、前節 でみた政 治思想 が変容す る事 実を指摘 した。

第 一項では、北条泰時が承久の乱後、武 家の勢力 圏に関 しては、政 を担 い うる資格は、血統

の尊貴性 に あるのでは な く、 「道理 」に従い よく民 を治 める能 力 を保持す る点にあ る、 とす る

政治思想 を形成 した、 こ こには、 「血統の原理」 を柱 とす る政治思想 か ら 「能力の原 理」 を柱

とす る政治思想への転換がみ られ る、 と論 じv加 えて、かか る政治思想 は、公家 と武家 とによ

る 日本国 の分割支配を よ しとす る泰時 の政治姿勢 と照合す る、 と した。

第二項 では、北条時頼が、儒教的政治論 を とり入れ て、統治者 た る資格 は、血統如何 にでは

な く、徳 を備 えて善政 を施 し、安民 を実現す るにあ るとす る政 治思想 一武 家の勢力範囲 を越 え

て広 く日本 国を念頭に置 く 「開かれ た」性格 をもっていた一を形成 し、幕府 の存 立 ・支配の根
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拠 をかか る政治 思想=理 世撫 民の思想 に求 めた、 と論 じ、加 えて、かか る政治思想 は鎌倉政権

が全国政権 として成長す る根拠 を これ に提供す るものだった、 とした。

第三項では、かかる理世撫 民の思想が、時宗以後 の得 宗専制期 以降い よい よ広 く武家社会 に

根 をお ろ し、 この期 の鎌倉政権 に継承 されて、その存 立 と支配 に しか るべき根拠 を与 えた事実

を指摘 した。

[二]南 北朝期の公 家の政治思想 の一側 面

一北畠親房 ・二条 良基 にお ける儒教 的徳 治論へ の対応 をめ ぐって 一

序

本章では、南 北両朝 の対立期 において、南朝 を代表 した人物 ・北畠親房(1293-1354)、 北朝

を代表 した人物 ・二条良基(1320-1388)、 両者それぞれの政治思想、お よび南朝 ・北朝それぞ

れの政治の論理 の重要 な一面 を明 らか に しよ うとす る、 とのべ た。

一 親房 ・良基 と儒教的政治論

鎌倉時代 か ら室 町時代初期 にかけて、儒教的政治論(君 徳 ・善政 ・安民論 な どか らなる)が 、

記 ・紀以来の神孫為君説 を軸 とす る伝統的政治思想(公 家政治 をよ しとす る)に 動揺 をあたえ

る機 能 と武家政権 の存立 と支配 に理論的根拠 を与える機能 を果 た していた事実 を示 し、親房 と

良基両者 の政治思想形成上 の最大 の課題 はかか る儒教 的政治論 にい かに対応 すべ きか とい うこ

とで あった、 とした。

二 北畠親房 の政治思想 一その儒 教的徳治論へ の対応 一

親房 の政治論 は、①政治の主体 は天皇家(君 主)と 藤原氏(補 佐 の臣)と に限 られ るとす る

政 体論(記 ・紀 以来の伝 統的見 地)、 ②為政者 は徳 に基づ く善政 を施 して安 民を実現せ ね ばな

らない とす る政道論(儒 教 的政 治論 をと り入れた見地)、 この二者 か ら成 り立つ ことを指摘 し

た上で、親房の政治思想 形成上の眼 目は② を① の枠 内 に包摂 す ることをや ってのけ、 もって 旧

勢力公家層 に適合的な政治思想 を南北朝 の時点で創 出 した点にあ る、 と説 いた。

三 二条良基の政 治思想 一その儒教 的徳治論への対応 一

良基 の政治論では、政治 主体を天皇家 と藤原氏 とに限定す る政 体論 ・三種 の神器 論 さ らに神

孫為君説までが、彼 が儒教 的徳治主義 を積極的に摂 り入れ たがために、非伝統的内容 の ものに

変質 ない し修 正 させ られ てい る事実 を指摘 した。

結 び

鎌 倉初期以来 の儒教的政治論の積極 的摂 取の意義 は、天 とい う普遍的神格 を軸に した政治思

想 が史上 は じめて本格的 に機 能 した点にあ る、 とした上で、親 房 は、天皇家の祖先神 とい う特
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殊 な神格 を強 く打 ち出 し、神 孫為君説 な どの伝統的諸観 念の 中に儒教的徳治主義 を包摂す るこ

とに よって旧勢力公家 に適合 的な政治思想 を、良基は、普遍的神格 を軸 とした儒 教的徳 治主義

を積極的 に受容す るこ とに よって伝統的諸観念 を変質 させ 、新興武士 に適合 的な政治思想 を、

それ ぞれ形成 したのだ 、 とのべた。

加 えて、元冠以後 の思想 史は、特殊 日本的な ものを重視 す る方 向のみでな く、普遍 的な もの

を重視す る方 向にも展 開す る こ とを見落 してはな らない、 と した。

[三]中 世神道 にお け る国家 と宗教 一慈遍 の 日本神 国観 をめ ぐって一

序

従来 、中世 の神道者 が国家 と宗教 とをいか に関係 づけたか は、殆 ど未究明であ る、本章 は特

異 な神道者 ・慈遍 の 日本神 国観 を分析す るこ とに よって、右 の問題 を究明 しよ うとす る、 との

べ た。

一 慈遍 にお ける世界 の生成 ・存立 と神

慈遍 が仏本神従の本地垂　説 を否定 して、国常立尊 ・天 照大神 な どの根元的神 々 こそが、昔

も今 も、全世界(宇 宙 ・自然 ・人間界 な どよ りな る)の 生成 ・存立 の根拠 をなす とみな した こ

とを指摘 した。

二 慈遍 にお ける 日本 国 と神

慈遍 におい て、 日本 国 と神 ・神 道的原理 との独 自の関係 づ け方 一 日本神国観 が次の諸項 目に

よって成立 してい る、 とのべ た。

① 日本国 を本 に して尊 、諸外 国 を末 に して卑 とす る国際的秩序、天皇 を上に して尊 、民を

下に して卑 とす る国内的秩序 が、根元的神々の意 志 ・作用 一全世界の生成 ・存立 を支 えるが、

日本 国=神 国に特 に厚 い とされ る一を根拠 に して存す る とされ るこ と。

② 政治 ・道徳 ・宗教 に関す る神 道的価値 は、神 々の意 志 ・作用 によって、 日本 国にお いて

最 も望ま しい形 で実 現す る とされ るこ と。

③ 天皇 は、根元的神 々に よって地上世界全体の主であ り、 さ らに広 く天 ・地 ・人 の三才の

運行 に も責任 をもつ もの とされ るこ と。

④ 天皇 による理想 的政 は、正 直 ・清浄 とい う神道 的価値 、究極 的には神道 だけが把握 して

い る心の理想 的状態 に基づ くとき、また適切 な祭神(根 元 的神 々の祭祀)の 儀礼 を伴 った

とき、実現す る とされ るこ と。

⑤ 安民 とい う政治の 目的は、神 々の働 きに基づ いて、天皇 一尊 く、賢 く、聖 なる、上な る

ものが、民一卑 しく、愚かな、俗 なる、下なるものに、恩恵 を上か ら垂れ る営み(儒 教の

安民 と異 なるもの)と みな されてい るこ と。
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結 び

慈遍 の右 にみた 日本神 国観 ・国家 と宗教 の関係づ け方 は、新仏教 の始祖 た ちの、国家 と宗教

との関係 づけ方 と全 く異質で あ り、中世政治思想史上 、 これ らと対瞭的 な、重要 な位 置 を占め

る、 とした。

[四]夢 窓疎石 と初期室 町政権

序

本章は、従来未 究明の、臨済僧 夢窓(1275～1351)と 初期 室町政権ない し足利 尊氏 ・直義 と

の間 に存 す る内面的 ・思想 的関わ りを究明 しよ うとす る、 とのべ た。

一 夢窓におけ る仏法 と王法その一

夢窓が、予想 に反 して、仏 ・仏法を至上 とみ な して仏法 を王法 に優越 させ る見地 をもち、 さ

らに為政者=王 法 の担 い手 を、仏の下に位 して、 自己の得脱 ・仏法 の興隆 ・仏法 に則 った政治

の執行 と世の平安の実現 を果た さねばな らない存在(絶 対的 な らぬ相対的存在)と み な してい

る事実 を指摘 し、かか る王法仏法関係 論 ・為政者観 は、鎌倉新仏教 の始祖 たちの所説 を室 町初

期 の時点で継 承す るものだ、 とした。

二 夢窓におけ る仏法 と王法その二

第一項で は、前節 にみた夢窓の、為政者 と仏 ・仏法 との関係 づ け方 は、儒教 的政治論 にみ ら

れ る為政者 と天 との関係 づ け方(為 政者は、善政 ・安 民の実現 を天へ の義務 として課せ られ て

いる)と 形式上の類 同性 をもつ こ と、夢窓のかかる所論 は、室 町初期 に儒教 的政治論 と共通 し

た社会的機能 を果たす可能性 のあるこ と、 を指摘 した。

第 二項で は、夢窓が、至尊 ・至高の仏 ・仏法 の下で天 皇家 と足利 氏 とを同列 に とらえ、かつ

仏 の意志や要請 に どれ だ け実際 に応 え うるか とい う観 点か ら、尊氏 ・直義 を実質 的な王法 の担

い手 とみ なす認識 をもってい た、 と論 じた。

三 安 国寺利 生塔 の設置 ・天竜寺 の創 建 と夢 窓

本節 と次節では、節題 に掲 げた二つ の事業をめ ぐって、夢 窓 と尊氏 ・直義 との間に、従来見

落 とされ てきた思想上の照応 関係が存す るこ とを指摘 した。

本節 では、上記二事業 を尊氏 ・直義 に勧 めた夢 窓の 中心的意 図は、前述 した王法仏法論 ・為

政者観 に立 って、実質的 には尊氏 ・直義の手にな るこの二事 業に よって全 ての人々の内面 に仏

の悟 り ・救 いをもた らし、もって世 の平安(安 国)を 実現す るにあった、 とした。

四 安 国寺利生塔の設置 ・天竜寺 の創 建 と尊氏 ・直義

節題 の二事業 を実施 す る際 の、尊:氏 ・直義の意図 を探った結 果、仏法興隆に よる安 国をめ ざ

してい る点で、夢窓の意図 と重 なる部分が大 きい、 とした。
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結 び

以上の考察 の結果 を簡単 にま とめて示 した。

[五]室 町政権 の確立 ・完成 と政治思想 一足利義満治 世期 をめぐって一

序

確 立 ・完成 期の室町政権 の政治思想 の究 明は、研 究史上今後 の重要課題で ある とした上で、

本章では義満 治世期(1394年 を境 に し前半期 と後半期 とに二分 でき る)に しぼ って、右の点 に

考察 を加 える、 とのべた。

一 義満 治世期の政治思想理解 の前提 一初期室町政権 の政 治思想 一

義満治世期の政治思想 を生 み出す前提 となった初期室 町政権 の政治思想 を探 った。

初期室町政権が、儒教的徳 治主義 を積極 的に とり入れ る ことによって、①初期室町政権 の存

立 を正 当づ けてい るこ と、② 室町政権 の長 ・将軍 を、 日本 の治者 とみなす見解 を打 ち出 してい

るこ と、を指摘 した。

二 室町政権、義満治世 前半期 の政治 思想

第一項 で、義満が1380年 頃 か ら9年 間、禅僧義堂 に就 いて、儒 学(天 下人 を対象 に した、治

世 の学 として の儒 学)を 熱 心 に学んだ事 実 をあげた。 第二 項 では、右 の期間 の義満 の政治 姿

勢 ・政治活動 が、位階 ・官職 の上で将軍を越 えつつ 、北 朝政権 の持つ政治機能 を吸収 ・奪取す

るとい う未曾有 の ものであった事実 をあげた上で、義満 の この姿勢 ・活動は前項 でみた儒学学

習 に根拠づ け られ てい たのではないか、 とした。

第三項 では、義満周辺 の有力人物、二条良基 と今川 了俊 の思想や行動が儒教 的政 治論 を積極

的に摂 取 していた事実 を示 して、前項の推 定を裏づ け よ うと した。

三 室町政権 、義満 治世後半期の政治思想

第一項では、従来 の政 治史の成果 を踏 えっっ、治世後 半期(室 町政権 はこの期 か ら完成期 に

入 る)の 義満 の政治 姿勢 は、足利氏が実質的に 日本 の主権者 で あるこ とに満 足せず 、法皇 ない

し天皇の名 を得 ることに よって名 目の上で も 日本 の主権者 になろ うとした ものだ、 と論 じた。

第二項 ・第三項では、右 の義満 の政治姿勢そ して政治 思想が 、当時の五 山等 の禅僧 たちの政

治意識 一 日本 の伝 統的政治思想 とは異質の、君徳 ・善政 ・安民 か らなる、 中国直輸入 の政治思

想 一、並びに明国の皇帝 一治世後 半期 に義満はその冊封 体制 の中に入属 した一が しば しば もた

らした国書の含 む儒教 的政治思想 、によっで根拠 づ けられてい る と考 えられ る、 とした。

結 び

初期室町政権は、儒 教的政治論 を、有徳者執政論(天 皇の存在 を否 定 してはいない)と して

受 け入れ、政権の存立 と支配 の行使 を根拠づ けた。確 立 ・完成期の室町政権 は、義満治世後 半

期 に至 る と、儒教的政治論(君 徳 ・善政 ・安民論な どか らな り易姓革:命説 をも含む)を 丸 ごと
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受 け入れ て、その存 立 と支配 の行為 を根拠づ けた、 といい うる とのべた。

右 には、中世思想 史上だけでな く、日本思想史上 に類 をみ ぬ、政治思想上 の事実がみ られ る、

と した。

[付論]『 梅松論』 の著者 と夢 窓 ・親房

「序」で、本付論 では次の手続 きに よって、 中世 に特徴 的 にみ られ る思想(「 中世 的思想」)

を探 り出そ うとす る、 とのべ た。す なわち、考察す る時期 を室町時代初期 いわゆ る南 北朝 期に

しぼ り、この期 に活 躍 した三人の思想家 一仏教系 の思想家=夢 窓疎石(1275～1351)、 神道 系の

思想 家=北 畠親房(1293～1354)、 儒教 系の思想家=『 梅松論 』の著者(生 没年 不詳)一 の政治

思想形成 の営み(そ れぞれ に異 なった内容 をもつ)の 中に、共通 した 「論理」ない し思惟 方法

さらには 「理想 と現実的事態」 との関連づ け方 を探 る、 とい う手続 きで ある。

第 一節 「『梅松論』 ゐ著者 」、第二節 「夢窓疎石 」、第 三節 「北 畠親房」 の順 で考察 した結果 、

次の事実 を指摘 した。

三人 の思想家 の思想 は、内容面 ではそれぞれ に異な ってい た。 しか し、彼 らの思想の 「論理」

ない し思惟方法 は、異 なる面 とともに注 目すべ き共通性 をも備 えていた。夢窓の思想 は、仏 と

い う普遍 的神格 の意志 に基づ く普遍的政治理想の高 き掲示 と地上一切の政治権力 ・権 力者 の相

対化 とか らなる 「論理」 ない し思惟方法 を備 え、『梅松論 』 の著者 の思想 は、天 とい う普遍 的

神 格 に基づ く普遍 的政治理想 の高 き掲示 と地上一切 の政治権 力 ・権 力者 の相対化 とか らな る

「論理」 ない し思惟方法 を備 えていた。 ここには 「論理」ない し思惟方法の上での共通性 がみ

とめ られ る。

親房 の思想 は、天皇家 の祖先神 一特殊 な神格 を強 く打 ち出す点 で前二者 と異 な りっっ も、超

越 的存在 の意志 に基づ く政治理想 の高 き掲示 と地上一切 の政治権力 ・権力者の相対化(そ れ は

特殊 な相対化 であったが)と か らなる 「論理 ない し思惟方法 を備 える点で、前二者 と共通性

をもっている。

加 えて、三者 には ともに 「理想 と現実的事態」 とを理想の側 に重 きを置 きつっ関連 づけ る仕

方 一古代 ・近世 ・近代 にはまれ な両者 の関係 づ け方 一がみ られ る。 この事実は 「中世 的思想 」

の何 たるかを示 してい る。

「あとが き」

第 一部全 四章 ・第二部全五章 ・付論 の内容 を概観 す る とともに、 中世の人々の歴 史観 ・政治

観 の形成 とい う営為 の根底 に、① 「超越 的 な もの」 と人 間 とをいか に関係 づ け るべ きか、②

「普遍」 と 「個別(特 殊)」 とをいか に関係 づけ るべ きか 、 とい う二つ の根源 的な問いか け と

それへ の解答 が控 えてい る とみ な しうる、 とのべた。
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論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本論 文は、 「は しが き」、第 一部 「歴史観」(全 四章)、 第二部 「政治観 」(全 五章)、 「付論」、

お よび 「あ とがき」か らな る。

「は しが き」では まず 、従 来の 日本 中世思想 史の研究 が宗教思想や 道徳、芸術思想 の面 でか

な りの成果 を上げてい るの に対 し、歴史観(歴 史思想)と 政治観(政 治思想)の 研究面 ではみ

るべ き成果 に乏 しい事実 を指摘 した上で、本論 文が、第一 に中世 の人 々の 「歴史」 をめ ぐる思

想 的営為 を、第二 に 「政治」 をめぐる思想 的営為 を考察の対象 とす るもの である、 と述べ 、そ

の具体的な視 点 と研 究方法が示 され る。

「は しが き」で提示 され た本論 文の課題 と方法 を踏 まえ、第一部 「歴史観 」では、中世 にお

いて、仏教思想、神道 思想、儒 教思想 の形成 と連動 しっ つ、いかなる歴史観 が生み出 ざれ たか、

を探 ろ うとす る。

第一章 「目蓮の歴 史観一 その承久の乱に対す る論評 をめ ぐって」で は、仏教的歴史観 の代

表 と して 日蓮を と りあげ、そ の承久の乱に対す る論評 の分析 を通 じて、 日蓮 の歴史観 の特質 と

史的位 置 を考察す る。 日蓮の描出 した歴史世 界では、釈 尊の意志 と計 らい がそ の基本的展 開の

相 を決 定 してお り、そ の歴 史観 は、 「人 間 を超 えるもの」 に歴 史展 開の主た る原 因を求 め る点

において、 中世的歴 史観 の典型の一っ とみな し うる、 とす る。 日蓮 の歴 史観 に初 めて本格 的に

メス を入れた研究 として、研 究史上画期的な意義 を持 っ もので ある。また、 日蓮 が承久 の乱前

で は天皇家 を 日本 の主、承久 の乱後 は北条氏を 日本 の主 とみ なす見解 をもっていた とい う、重

要な指摘 を行 ってい る。

第二章 「中世神道 家の歴 史思想一 慈遍 の 『救 済史』 の構想 をめ ぐって」 では、従来 まった

く注 目され ることのなか った南北朝期 の思想 家、慈遍 の神 道思想 を とりあげ、慈遍 が歴史 を神

や仏な どの 「超越 的な もの」 による人間 「救済」史 と捉 えた事実 に着 目しっつ 、その歴史観 に

詳細な考察 を加 え、慈遍 の神 道的歴史観 は北畠親房 のそれ とともに、 中世思想史上 きわ めて重

要な位置 にあると結論づ ける。

第三章 「『神 皇正統記 』の歴 史観」 は、 きわ めて著名 で あ りなが ら学 問的 と呼べ る研 究が ほ

とん どな されて こなか った北畠親房の 『神 皇正統記』 について、その歴 史観 を時代の思想状況

のなか に組み込んで、客観 的 ・学 問的 にその特質 と史的位 置 を究明 しよ うと した もので ある。

『神 皇正統記』の歴 史観 を 「道徳史観 」 と規 定 した戦後 の通説 に対 し、神 と人 との交渉 によ り

歴 史が展開す るとみ る親房 の歴 史観 は、道徳 史観 といち よ りはむ しろ 「神道 史観 」 と呼ぶべ き

で ある、 と説 く。 通説 を批 判す るそ の筆 鋒は鋭 く、説得力 を もつ。

第 四章 「『梅松論』 の歴 史観 」は、『梅松論 』にみ られ る承 久の乱に対す る論評 を、 中世成立
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の他 の歴史書 と比較 考察す ることに よって、『梅松 論』の歴史観 の特質 と史的位置 を究明 しよ

うと した ものであ る。 「人間 を超 えるもの」 に歴史展 開の原 因を求 め る中世 の主流 を なす歴史

観 に対 し、『梅松論 』 は儒教 的道徳 史観 をは じめて明確 に示 した点 で史的意義が大 きい こ とを

指摘す るとともに、そ うした歴 史観 は 『太 閤記』 に至 って よ り純粋 な形 を取 り、以後近世歴史

観 の主流 を形成す る ことにな る、 と説 く。

第 二部 「政治観」 では、中世 において、公家政権 ・武家政権 の並存 とい う政治史上 の事実 に

規定 され なが ら、仏教 思想 ・神道 思想 ・儒教思想 の形成 と連動 しつつ、 いかなる政治観 が生み

出 されたか、を探 ろ うとす る。

第 一章 「鎌倉武家政権 と政 治思想 」では、鎌倉武家政権 がみず か らの存立 と支配権 の行使 を

いかな る思想 に よって正当づ けたかを考察す る。源氏将軍 時代 か ら北条執権 時代へ と移行す る

につれ て、 「血統の原理 」を柱 とす る政治 思想 に代わ って 「能力 の原理」 を柱 とす る儒教 的徳

治論 が しだいに浮 上 して くる様相 が、当時の政治状況 を背景 におい て詳細 に解明 され ている。

第二章 「南北朝期 の公 家の政治思想 の一側 面一 北 畠親房 、二条 良基 にお ける儒教 的徳治論

への対応 をめ ぐって」は、南朝、北朝 をそれ ぞれ代表す る北畠親房 ・二条 良基 とい う二人 の人

物 をと りあげ、その政 治思想 を比較考察 した ものである。親房 が神孫為君説 な どの伝統 的諸観

念のなか に儒教 的徳 治主義 を包摂す ることに よって、公家 に適合 的な政治思想 を形成 したのに

対 し、 良基は徳 治主義 を積 極的に受容す ることに よって、新 興武 士に適合 的な政治思想 を構築

した とい う指摘は、元竃以後の思想史が特殊 日本 的な ものを重視す る方 向だけでな く、普遍 的

なもの を重視す る方向に も展開 した とい う指摘 と合 わせ て、 きわめて重 要な ものである。

第三章 「中世神 道 にお ける国家 と宗教一 慈遍 の 日本神 国観 をめ ぐって」は、慈遍 の 日本神

国観 を分析す ることによって、 中世の神道者 が国家 と宗教 をいかに関係 づけたかを究明 しよ う

とした もので ある。鎌 倉新 仏教の始祖 との対 比において、慈遍 における国家 と宗教 との関係づ

け方の特質 と、その 中世政治思想史上の位 置が明 らかに され てい る。

第 四章 「夢 窓疎石 と初 期室 町政権」で は、臨済僧 夢窓 と初期 室町政権 との間に存 す る内面

的 ・思想的関わ りを考察す る。 本章で解 明 された、夢窓 の思想 の構造 的特質 、夢窓 の思想 と足

利尊氏 ・直義のそれ との内面的関連、室町初期 とい う時代 において夢 窓の思想 の果 した機能 、

な どとい った こ とが らは、従来の研究では ほとん ど看過 されて きた ものであ り、 こ うした問題

を正面か らとりあげ本格 的 に究明 した研 究 として、研究史 上に 占め る本 章の意義 は大 きい。

第五章 「室町政権の確立 ・完成 と政治思想一 足利義満 治世期 をめ ぐって」は、確 立、完成

期 の室町政権の政治思想 について 、特 に義満 治世期 に しぼって考察を加 えてい る。義満治世前

半期の政治思想 に禅僧 義堂か ら学ん だ儒学が大 きな影響 を及 ぼ していた こと、治世後 半期 にな

る と実質的 な主権者で あるこ とに満足せず、儒教的徳治論 を根拠 と して、天 皇ない し法皇 の名
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を得 ることに よって名 目上 も日本 の主権者 になろ うとしたこ と、 といったきわめて独創的 で重

要な指摘が数多 く提示 され てい る。

「付論」 は、室町時代初 めの、『梅松論』 の著者 と親房 、夢 窓 とい う三人 の人物 を と りあげ、

それぞれ異な った 内容 を もつ政治思想形成 の営み の中に、共通 した思惟方法 を探 る ことに よっ

て、「中世的思想 」の何 た るか を考 えよ うとした ものであ る。 三者 には ともに 「理想 と現実 的

事態」 とを、理想 の側 に重 き を置 きつっ 関連づ ける仕方 がみ られ る、 とす る。

「あ とが き」で は、第一部 ・第二部 ・「付論」 の内容 を概観 す るとともに、中世 の人々の歴 史

観 ・政治観 の形成 とい う営 為の根底 に、「超越的な もの」 と人間 とをいか に関係 づ けるべ きか、

「普遍 」 と 「個別(特 殊)」 とをいかに関係 づ け るべ きか、 とい う二つの根源 的な問い かけ と

それへの解答 が控 えてい る とみ な しうる、 とす る。

本論 文の各 章では、いずれ も的確な研 究史の整理 をふま えた手堅い論 証がな され、数 多 くの

新知見 が示 されて い る。 また、論文全体 の背 後 に、 「超越 的 な もの」 と 「人間」両者 の関わ り

方へ の着 目とい った独 自の視座 と、古代や近世 をも視野 に収 めた 「中世的 な歴史観 とはなにか」

「中世的 な政治観 とはなにか」とい う共通 の問題意識 があるため、それ が本論 文 を、中世の個々

の思想 に対す る考察 の集積 を超 えたスケール の大 きなもの としてい る。本論文が、 日本思想史

研 究の進展 に寄与す る ところ極 めて大 なるもので あるこ とは疑い ない。

よって、本論文 の提 出者 は、博 士(文 学)の 学位 を授与 され るに十分 な資格 を有す るもの と

認 め られ る。
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